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Ⅰ．はじめに
１．研究の背景
近年、介護支援専⾨員には、在宅要介護者への
生活の支援において、医療系サービス、医療機関
との連携を強化したケアプランの作成やケアマネ
ジメントの実践が求められている１）２）。そうした
中、東京都では、医療系資格注１）を有しない介護支
援専⾨員に対して、医療ケアを含めたケアマネジ

メントの充実を図るための研修を実施している３）。
この研修では、医療系サービスを含めた適切なケ
アプランの作成と医療職との連携に欠かせない基
本的な医療知識等の学習が⾏われている。
介護支援専⾨員がケアマネジメントの過程の中
でケアプランを作成するためには、アセスメント
の段階を踏まなくてはならない。
ケアマネジメントにおけるアセスメントとは、
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Abstract : The purpose of this study is to clarify the actual condition on medical treatment needs recognized

by care managers who only have a social welfare license. A focus group interview survey was adopted as the

method for the survey. The survey has revealed the following: (1) The care managers obtain information about

physical and mental status of people requiring care from other professionals and informal people. (2) Their
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幅広い情報の収集からニーズを明らかにし、個⼈
を援助するための最も適切な方法を決めることで
ある４）。また、アセスメントの過程では、要介護
者の身体面、精神面、社会面等について、各側面
の問題をニーズとして取り上げるだけではなく、
その問題が生活レベルにおいてどのような支障が
あるのかということを、幅広く包括的に分析、評
価を⾏わなくてはいけない５）。そして、アセスメ
ントにおいて収集した情報の分析と判断から、サ
ービス提供の量と質が確立される６）。そのため、
アセスメントが適切に実施されていなければ、要
介護者へのケアプランの作成も実施されない。
ケアマネジメントにおけるアセスメントにおい
て、介護支援専⾨員は、要介護者の心身状態に関
する情報を⼗分に把握できていると考えていると
いう報告がされている７）８）。また、疾病や障害歴、
ＡＤＬ、医療等の特別な処置、可動域制限といっ
た情報の収集が重要であると認識されていること
も報告されている８）。これらの報告から、介護支
援専⾨員は、ケアプランを作成するうえで要介護
者の心身状態に関する情報が重要であり、それら
の収集ができていると考えていることがわかる。
しかし、アセスメントの過程で、介護保険制度に
位置づけられている訪問看護や訪問リハビリテー
ションといった医療系サービスの利用や、医療機
関への受診につながる医療ニーズをどのように把
握しているのかについては、報告がされていない。
また、東京都が研修の対象としているような医療
系資格を有しない介護支援専⾨員による医療ニー
ズの把握の実態については、⼗分に把握されてい
るとはいえない。

２．目的
本研究では、医療系資格を有しない介護福祉士
や社会福祉士、精神保健福祉士といった福祉の資
格を有する介護支援専⾨員（以下「福祉系介護支

援専⾨員」）が、アセスメントにおいてどのよう
に医療ニーズを把握しているのかという実態を明
らかにすることを目的とする。

Ⅱ．方法
１．調査対象者と調査概要
本研究の調査対象者は、福祉系介護支援専⾨員

とした。また、福祉系介護支援専⾨員から直接意
見を聞くために、調査方法としてフォーカスグル
ープインタビュー調査を採用した。
インタビュー調査は、介護保険制度とケアマネ

ジメントに詳しい調査協⼒者２名（指定居宅介護
支援事業所に勤務する主任介護支援専⾨員と、以
前、介護支援専⾨員として就労していた診療所の
相談員）と共に実施した。
インタビュー調査の実施にあたっては、筆者が
インタビュアーとなり、調査協⼒者２名は、逐語
録と調査対象者の表情の変化についての観察記録
を作成した。インタビュー内容については、ＩＣ
レコーダーによる録音とビデオカメラによる録画
も⾏われた。
インタビュー調査の質問項目は、福祉系介護支

援専⾨員へのプレ・グループインタビューで得ら
れた内容を踏まえて、調査協⼒者らと検討のうえ
作成した。質問項目は、介護支援専⾨員がケアマ
ネジメントにおいて、情報の収集から分析、判断
を経て医療ニーズを把握し、医療系サービスをケ
アプランに位置づけるまでの過程に焦点を当てる
ことを意図している（表１）。
インタビュー調査は、ＡとＢ、２つのグループ

に対して実施された。Ａグループに対しての調査
は、2010年６⽉に東京都Ｘ区の居宅介護支援事業
所の会議室において約１時間20分実施された。Ｂ
グループへの調査は、同年９⽉に東京都Ｙ区の公
共施設の会議室において約１時間30分実施された。
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表１　インタビューの質問項目



２．分析方法
インタビュー内容の分析は、Vaughn et al.

（1996�９）、安梅（2001�10）を参考に⾏った。
分析の⼿順は、まず始めに、逐語録と観察記録

に録音および録画をされた内容を踏まえて、それ
らを統合したインタビュー記録を作成した。次に、
インタビュー記録を読み返しながら、本調査の主
旨に該当するか、または意味があると考えられる
インタビュー記録の内容を重要アイテムとして抽
出した。抽出した重要アイテムは、さらにまとま
りのあるもの同士をまとめ、それらをカテゴリー
として分類し、カテゴリーの内容について分析を
⾏った。
本調査の信頼性と妥当性を確保するために、筆
者はフォーカスグループインタビュー調査につい
てのセミナーに参加をした。また、質的研究に詳
しい研究者から、研究を進める中で助⾔を得た。

３．倫理的配慮
本研究の調査対象者へは、本研究の概要及び調

査内容については、本研究及び調査の目的以外に
使用しないことと、調査対象者の個⼈情報が、第
三者に知られることがないように配慮を⾏う旨を
書面および⼝頭にて説明を⾏った。調査対象者か
らは、調査への参加の承諾を書面により得た。ま
た、本研究の概要及び調査内容については、⽇本
⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗字秋⽥短期⼤学研
究センター倫理審査委員会による承認を得ている。

Ⅲ．結果
１．調査対象者の属性
インタビュー調査を実施した２つのグループを
構成する福祉系介護支援専⾨員の属性は、表２の
通りである。２つのグループの調査対象者の属性
について、特徴的な差異は見受けられなかった。
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表２　調査対象者の属性

N o. 

1 50 4 3
2 30 6 11
3 40 8 6
4 30 3 2
5 40 3

A 

6 30 7 2
7 60 6 4
8 30 7 6
9 30 3 1
10 40 6
11 40

B  

12 30 7 5

２．インタビュー内容の分析結果
フォーカスグループインタビュー調査から得ら
れたインタビュー内容の分析の結果、福祉系介護
支援専⾨員による医療ニーズの把握の実態につい
て抽出されたカテゴリーは、要介護者の体調の変
化に関して情報を得る方法（「情報を得る方法」）、
要介護者の心身状態の把握（「心身状態の把握」）、
ケアプランへ医療系サービスを導⼊しようと考え
る要介護者の変化と介護支援専⾨員の気づき

（「サービス導⼊のきっかけ」）の３つであった。
また、３つのカテゴリーには、それぞれサブカテ
ゴリーが抽出された。

１）情報を得る方法
要介護者の体調の変化に関して情報を得る方法

に含まれるサブカテゴリーは、「家族」、「地域住
⺠」、「サービス提供事業者等」、「介護支援専⾨員
が状態を確認する」の４つであった（表３）。



情報を得る方法としては家族からの訴え（「家
族」）や、住居の⼤家や⺠生委員といった地域の
インフォーマルな⼈々からの情報提供（「地域住
⺠」）、要介護者へサービスを提供している事業者
等からの情報提供（「サービス提供事業者等」）、
福祉系介護支援専⾨員⾃身が要介護者の脈拍や血
圧を測定して確認を⾏ったり要介護者に皮膚の状
態などを見せてもらうといった観察から心身状態
の変化の確認を⾏う（「介護支援専⾨員が状態を
確認する」）、などが挙げられた。

２）心身状態の把握
要介護者の心身状態の把握に含まれるサブカテ

ゴリーは、「介護支援専⾨員の関わり」、「心身状
態の判断」の２つであった（表４）。
「介護支援専⾨員の関わり」とは、情報の収集、

ニーズの判断に影響を与える介護支援専⾨員と要
介護者との関わりについてであり、「心身状態の
判断」とは、要介護者の検査数値や心身状態の変
化などに関しての福祉系介護支援専⾨員の判断に
ついてである。

３）サービス導⼊のきっかけ
ケアプランへ医療系サービスを導⼊しようと考

える要介護者の変化と介護支援専⾨員の気づきに
含まれるサブカテゴリーは、「家族要因」、「生活
状況の変化」、「ターミナル」、「医療⾏為」、「服薬
管理」、「心身状態の変化」、「退院時」の７つであ
った（表５）。
「家族要因」とは、要介護者の家族が、要介護

者の心身状態を介護支援専⾨員など他者へ訴える
ことができない場合や、医療処置を実施すること
ができなくなった場合である。また、「生活状況
の変化」とは、要介護者のこれまでの生活状態の
変化から心身状態の変化が推測される場合であり、
「ターミナル」とは、要介護者の死期が間近な状
況である。「医療⾏為」とは、要介護者に、医療
系資格を有する者にしか⾏うことができない医療
処置などが発生した場合である。「服薬管理」と
は、要介護者が適切な服薬と薬剤の管理が実施で
きない場合や、複数の薬剤を服用することにより
要介護者の心身状態への影響が疑われる際に、医
療職者に要介護者の心身状態の観察等を⾏ってほ
しいと、介護支援専⾨員が考える場合である。
「心身状態の変化」とは、要介護者の心身状態が
変化したことが介護支援専⾨員にも把握された場

合で、「退院時」とは、要介護者が医療機関から
退院をする場合である。

Ⅳ．考察
本研究の目的は、福祉系介護支援専⾨員による

医療ニーズの把握の実態を明らかにすることであ
る。
調査の結果から抽出された３つのカテゴリーは、

どのように情報を収集するのか（「情報を得る方
法」）、どのようにその情報を分析・判断するのか
（「心身状態の把握」）、どのような情報が医療系サ
ービスを導⼊しようと考えさせるニーズとされて
いるのか（「サービス導⼊のきっかけ」）、という
福祉系介護支援専⾨員のアセスメントの過程を⽰
すものであるといえる。

１．介護支援専⾨員による情報の収集
「情報を得る方法」カテゴリーに含まれる４つ
のサブカテゴリーから、福祉系介護支援専⾨員が、
家族だけではなく、⺠生委員や⼤家といった地域
のインフォーマルな⼈々から情報を得ていること
や、福祉や医療に従事する他の専⾨職者から報告
を受けていること、また、福祉系介護支援専⾨員
⾃身が確認を⾏うといった多様な方法で情報を得
ていることがわかった。
情報の収集方法には、介護支援専⾨員が要介護

者やその家族と面談を⾏い直接情報を収集する直
接的な情報の収集方法と、サービス提供事業者や
他の専⾨職者などを通して情報を収集する間接的
な情報の収集方法がある11）。本調査における福祉
系介護支援専⾨員も、直接的な情報の収集と間接
的な情報の収集の両方を組み合わせて、要介護者
の状態を把握しようとしていることがわかる。こ
うした直接的な情報と間接的な情報の収集を⾏う
には、要介護者やその家族とのラポールの形成が
必要であり、サービス提供事業者や他の専⾨職者
との円滑な連携における情報の交換が必要である
といえる。また、地域のインフォーマルな⼈々と
の関係から情報の収集をはかることが必要である
ことが、本研究の結果から⽰唆することができる。

２．要介護者の心身状態の把握
「心身状態の把握」カテゴリーに含まれる２つ
のサブカテゴリーから、福祉系介護支援専⾨員が、
要介護者と面談を実施する機会が少ないことと、
心身状態の変化に対しての判断が的確に⾏えてい
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表３　「情報を得る方法」カテゴリー

N o.

N o.2
N o.10

N o.8

N o.1
N o.4

N o.3
N o.10

N o.10
N o.11

N o.9
N o.9

N o.8
N o.10

※

表４　「心身状態の把握」カテゴリー

N o.

N o.2
N o.4

N o.2

N o.6

N o.9
※

表５　「サービス導⼊のきっかけ」カテゴリー

No.

No.5

No.9
No.8

No.12
No.5

No.10 No.12
No.2

No.11
No.2

No.5
No.8
No.9

No.12
No.3

No.7
※



ないと感じていることがわかる。
介護支援専⾨員は、原則⽉１回、要介護者の居

宅を訪問することが法令上義務付けられている12）。
「介護支援専⾨員の関わり」サブカテゴリーのイ
ンタビュー記録に、「⽉１回原則⾏って…」とあ
るように、介護支援専⾨員が要介護者と面談を⾏
う機会は、多いとはいえない。そうした少ない面
談の機会の中で、要介護者の心身状態の変化に気
づくことは、困難であるとも考えられ、他の専⾨
職者やインフォーマルな⼈々からの間接的な情報
の収集が重要であるといえる。
要介護者の心身状態の変化への気づきについて、

「心身状態の判断」サブカテゴリーのインタビュ
ー記録には、「検査数値がわからない…」、「不整
脈なのかっていうのは…分からないんで」という
意見がでており、福祉系介護支援専⾨員が要介護
者の心身状態の把握が⼗分に⾏えていないと感じ
ていることがわかる。しかし、「情報を得る方法」
カテゴリーに含まれる「介護支援専⾨員が状態を
確認する」サブカテゴリーのインタビュー記録で
は、福祉系介護支援専⾨員⾃身が血圧や脈拍を測
定し確認を⾏っているという意見が挙げられてい
る。
調査対象者の属性が⽰されている表２を見ると、

調査対象者のほとんどが何らかの医療に関する研
修・講座を受講しているが、血圧や脈拍を測定し
て確認できる者もいるが検査数値を見てもわから
ないと⾔う者もいる。福祉系介護支援専⾨員⾃ら
が、脈拍や血圧等を測定し、その結果に基づいた
要介護者の身体状態の把握と判断の必要性につい
ては、今後、検討が必要であろう。しかし、検査
の数値が読めないことや、不整脈か否かの判断が
つかないとなどのことは、医療知識の不足が第一
にあげられる。布花原、伊藤（2007）13）による介
護支援専⾨員への調査においても、介護支援専⾨
員が医療ニーズに対応するための疾病の基本的な
知識が不足していることが報告されている。今後、
福祉系介護支援専⾨員による医療ニーズの把握を
促すためには、継続的に医療に関する知識を学習
するための研修等を実施する必要があるだろう。

３．医療ニーズの判断とサービスの導⼊
「サービス導⼊のきっかけ」カテゴリーから、

福祉系介護支援専⾨員が、医療⾏為やターミナル
ケアが必要になるといった要介護者の心身状態の
変化と共に、生活状況の変化や、要介護者を取り

囲む環境の変化からも、医療系サービスの利用に
つなげていることがわかった。
福祉系介護支援専⾨員は、「生活状況の変化」

サブカテゴリーのインタビュー記録にある、「家
に引きこもってるけど、様子がおかしいのか」と
いった要介護者の⽇々の生活状況の変化から、要
介護者の体調の変化を把握していることがわかる。
また、家族という要介護者を取り囲む環境が、要
介護者の医療処置を⾏えなくなることや心身状態
の把握が⾏えないといったことが、医療系サービ
スを導⼊する要因となり、医療系サービスを必要
とするニーズとして判断していることがわかる。
ケアマネジメントにおけるアセスメントでは、

要介護者の身体面、精神面、社会面等の包括的な
情報の収集に基づいた情報の分析と判断からニー
ズが確定されなければならない。本調査において
も、要介護者の身体的、精神的側面だけではなく、
生活状況や取り囲む環境の変化などを含む包括的
な情報の収集から、要介護者の心身状態の変化に
ついて等を分析、判断する中で、医療ニーズが確
定されていると考えられる。また、医療ニーズが、
単に要介護者の心身状態から疾病や症状の管理を
必要とするということだけで判断されるのではな
く、環境の変化に伴いニーズと判断されることが
あることがわかる。
こうした医療ニーズは、アセスメントの過程に

おいて分析と判断を経て確定されるものである。
アセスメントにおける分析、判断については、
「分析の視点が備わらなければアセスメントは機
能しない」13）し、「収集した情報を適切に判断す
る専⾨性がなければ、ケアプランの作成は⾏えな
い」14）といえる。よって、ニーズの判断には、収
集した情報を適切に分析、判断することができな
ければならない。
医療ニーズについて福祉系介護支援専⾨員は、

⾃らの専⾨的知識以外の分析や判断が求められて
いるといえる。専⾨とする職種の違いから、情報
についての関心が異なることが報告されており15）、
1つの専⾨分野からの視点では全体像を見過ごし
てしまうことにもなる16）。医療系資格を有しない
福祉系介護支援専⾨員が、医療知識を理解したう
えで⾏うアセスメントにも、専⾨職としての視点
や経験、知識の理解度の違いから医療ニーズを把
握することには、限界があると考えざるを得ない。
こうした限界については、アセスメントの過程

において保健、医療、福祉等の多職種によるアセ

⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学・⽇本⾚⼗字秋⽥短期⼤学紀要　第15号　2010年

−30−



スメントを導⼊することが指摘されている14）16）

17）。介護支援専⾨員一⼈が要介護者の包括的なア
セスメントを担うのではなく、要介護者の主治医
や訪問看護師等と連携をとる中で、要介護者の心
身状態や生活状況等の情報の収集と医療系サービ
スの導⼊の必要性について検討を⾏うことも必要
であろう。また、他の専⾨職者と共にアセスメン
トを実施するにしても、アセスメントにおける医
療ニーズについての分析と判断を全て他の専⾨職
者に委ねることはできない。そのため、福祉系介
護支援専⾨員は、医療ニーズに関する判断に迷う
ことがあっても、医療職者への報告や連絡、相談
ができる範囲で医療知識を理解し、要介護者の心
身状態を判断できるようにしておく必要があると
考える。

本研究の限界として、インタビュー調査のデー
タが、東京都内の２つの特別区で就労している介
護支援専⾨員から得られたデータをまとめたもの
である。今後は、一般化をするため、さらに調査
対象者の⼈数を増やし、調査項目についてもさら
に検討したうえで詳細なデータを得る予定である。

Ⅴ．終わりに
本研究の結果から、福祉系介護支援専⾨員は、

医療知識が不足しているということが明らかにな
った。また、インフォーマルな⼈々や多職種との
連携をはかる中での要介護者に関する包括的な情
報の収集から、要介護者の心身状態の把握を⾏い、
医療系サービスの利用に結びつけていることが明
らかとなった。
今後は、福祉系介護支援専⾨員への医療に関す

る知識を学習する研修等の実施や、アセスメント
の過程において、福祉系介護支援専⾨員と多職種
が連携をして、適切なアセスメントの実施を⾏う
ことが必要であると考える。
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